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第５１回 都公小事研究大会 

 
 平成２４年２月３日（金）津田ホールにおいて、第５１回研究大会が開催されました。 
開会式には、東京都教育庁総務部教育政策課教育政策担当課長 川越 豊彦 様、東京都公立小学校長

会副会長 渋谷区立富谷小学校校長 小澤 良一 様、東京都公立中学校事務職員会副会長 湯村 まさ

み 様、財団法人日本教育公務員弘済会東京支部支部長 若林 泰直 様、にご臨席いただき、小澤良

一様よりご挨拶をいただきました。 
 開会式に続き、東京都教育庁教育政策課教育政策担当課長 川越 豊彦 氏 を講師にお招きし、東

京都教育庁の教育行政諸事業について講演していただきました。教育庁所管事業予算・職員定数に

ついては、平成２４年度の教育費歳出予算が、７４９７億１８００万円（前年比１．７％減）で、

給与関係費０．５％、事業費１０．４％と共に減となり、職員定数が小・中・高・支援学校合わせ

て６３，９７５人（前年比２４人増）となっています。主要教育施策で小中学校が関係するような

施策としては次のような施策がありました。 
・家庭の教育力の向上 
・教員の資質・能力の向上 
・外部人材の教育活動への積極的な活用 
・特別な支援が必要な子供の教育の充実 
・子供の安全・安心の確保 
・児童・生徒の「確かな学力」の向上 
・子供の心と体の健やかな成長 
 お昼休みを挟み、研究協議（分科会）は、日野、東久留米、江東、杉並の４支部から次の内容の

発表がありました。 
＜日野支部＞「学校の電話対応における事例研究」 
＜東久留米支部＞「学校徴収金事務への事務職員としてのかかわりの変容」 
＜江東支支部＞「就学援助制度と子どもの貧困」 
＜杉並支部＞「温故知新」 
 最後に本部研究報告では、研究部長、会長より、関ブロ大会の報告として、「『標準的組織・分掌

図』を考える」について報告がありました。 
 会の進行状況により予定の時間を急遽変更することもありましたが、参加者の皆さんのご協力に

より、時間内にすべての予定を終え、研究大会は閉会しました。 
[参加者数：本会会員２４７名、都公中事２４名、他府県３１名、地教委その他７名、計３１２名] 
                                 （広報部 加藤 義則） 
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－研究大会参加記－ 
 
研究大会に参加して 

武蔵村山市立第九小学校 岩元 弓子 
私は小学校に勤務して１０年になります。「標準的職務」の問題が起きてから毎年参加するように

なりました。近年事務職員をめぐる課題が大きいし、全都の規模で職務に向き合い、そして各支部

の研修成果を直接聞けることは貴重です。 
会長挨拶は「校務改善検討会議幹事会」の報告でした。印象的だったのは事務職員の大量退職が

続き再任用職場が多く他局異動も多いことなど、提案の事務内容についてこなせない状況を伝えた

が、人事部の担当者は事務職員の現状をわかっていない、任用は他の部署で行うため知らなかった

ようだとありました。また都は副校長を支える専任支援職員の配置を地教委代表に依頼し断わられ

たとの報告でした。 
 今後の動向は私たちの仕事と結びつき、学校の運営にかかわることです。事務職員の代表として

現場の状況を率直に伝えてもらえることは、有りがたいと思います。 
 分科会報告 
「学校徴集金事務への事務職員としてのかかわりの変容」東久留米市報告 

前回発表Ｈ18 とＨ23 を小中学校で比較した学校徴集金事務の研修内容です。アンケートを取る

労力、比較分析、どれも徴収金事務の難しさが読み取れます。とくに５年間の変化は近年の説明責

任を重視する変化が特徴的に表れていると感じました。また、市の教育委員会が同取扱要綱策定す

るにあたり検討委員会を立ち上げ、市教委以外に都事務、市事務をメンバーに加え内容検討したこ

とは事務職員会と市教委がともに学校の施策を作り上げていく信頼関係がありその有様をうらやま

しく感じました。 
 分科会報告 
「温故知新」～杉並区の歩みとこれから～杉並区報告 

新たに資料集が配布され、プロジェクター映写とともに、なんと順番に１４人の方より解説があ

りました。それだけでも楽しい事務職員会だろうと思いますが、驚くことに昭和３２年小学校に事

務職員が配置、同年事務主事会が結成、それからの歩みの報告でした。退職等された方の協力の申

し出など、同区の事務職員会員の方の思い入れの強さを感じました。研修を重視して活動してきた

内容が現在まで伝わり、そして区教委との連携で各種事務改善を進めてきた実績があり、そのうえ

での歴史なのだと感心しました。 
感想として、事務職員会が活発に活動する基盤として、職務の事務改善や施策について、地教委

と事務職員会が協力しながら進めていくことの大事さを痛感し、これから一層重要になると改めて

思います。 
 
 
－研究大会参加記－ 

 
研究協議を再び活性化させるために ―都公小事研究大会に参加して感じたこと― 

調布市立第五中学校 太田 光紀 
私は現在中学校に勤務していますが、もともとは西多摩郡の僻地の小学校からスタートし、都公

小事の研究大会にはいくつか関わりました。研究集録の巻末に創立以来の研究発表一覧が掲載され

ていますが、昭和５６年度に「学校で使用するゴム印の種類及び用途について」という西多摩支部

の発表がありますが、これは私が発表者のひとりです。最近では、平成２１年度の調布市公立学校

事務職員会の発表「『事務の手引』、１０年後の検証―アンケートに見る各地区の手引と、調布市学

校事務のマニュアルー」の発表者として登壇しました。今回の研究大会では四つの支部から発表が

ありましたが、輪番制の発表を維持するのが困難な状況のなかで発表されたことに敬意を表します。 
ここでは研究大会で感じたことを述べさせていただきます。最近では質疑応答の時間がなく、一

方的な発表に終わっています。これは残念なことだと思います。また、いつ頃からか研究発表の場

に「助言者」はいなくなりました。でもせっかくの「研究協議」なのですから、指定討論者をたて

るとか発表テーマに関係する各区市の交流が出来るようにすれば、発表がより実り多いものになる

のではないかと思います。 
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具体的に今回発表した東久留米市の「学校徴収金」を例にします。学校徴収金は事務職員にとっ 
て関心の深いテーマですが、質疑応答の時間がなく私の友人も「質問したいことがあったのに」と

残念がっていました。また他市との関わりでいうと、昭島市では来年度から小学校でも教材費の金

融機関による引き落としを開始します。小学校にとっては「文化大革命」だと昭島の人が言ってい

ました。また、清瀬市では小学校では現金集金ながら、担任→事務室→業者への金銭の受け渡しも

その都度決裁を受けるシステムになっています。関連するこれらの市の具体的な事例報告があれば、

参加者の活発な交流になったと思います。 
会場も最近は津田ホールです。分科会を設けず各支部の発表をすべて聴くことができるのはよい

と思います。また、パワーポイントを使用し優れたプレゼンテーションを行う発表市もありました。

でもせっかくの研究協議なのですから、一方通行ではなく参加者との交流も大切ではないかと思い

ます。いろいろ勝手なことを書き失礼しました。何かお役にたつことがあれば幸いです。 
 
 
－研究大会参加記－ 

都公小事研究大会参加記  
品川区立御殿山小学校 棚岡 眞理子 

 さあ、出かけようとすると緊急処理の仕事が出現。寄付受領申請。週末でしかも急ぎだった。と

りあえず、作成してから飛び出した。会場に着くと、来賓とお見送りに出られた大崎副会長さんに

遭遇！来賓の方に「ご苦労様」と声かけられてしまい、少々赤面・・・。（遅刻してごめんなさい。）

開会式は、すでに終了していた。 
講 演 都教育庁総務部教育政策課教育政策担当課長より、二十四年度教育庁所管事業予算・職

員・定数等について説明があった。教育政策は、「一、家庭や地域の教育力向上を支援する。二、教

育の質の向上・教育環境の整備を促進する。三、子供・若者の未来を応援する。」を柱に策定されて

いるとのこと。ホントは、事務職員をとりまくホットな話題「校務改善」にちょっとでもふれるの

かなあと思って参加したが・・・。誰かさんに「そんな話なんかする訳ないよ。されても困るよ・・・」

と言われていたっけ！内心、そりゃそうだよなと思いつつも、全国大会や関東ブロック大会の文科

省行政説明も、面白かった記憶あり。休憩がいっぱいあり、前品川区事務職員の方や他区の事務職

員と旧交を温めることができた。 
研究協議１ 「学校の電話対応における事例研究」～日野市公立小中学校事務職員会 
 ここ十数年、学校にかかってくる電話の回数が激増してきたように思える。私自身が電話をとる

回数が以前より増えていることも事実であるが。それらは、何故か？ そして、発表にはないが、

日頃、ピンポーンの電子錠の開錠にも悩まされている現状を鑑みて参加することにした。 
 発表は、座談会方式で「体験談、電話対応のアンケートでみえてきたもの」を、パネルディスカ

ッションとして行われていた。内容については、研究集録をお読みいただくことをお勧めする。電

話をかけてくる側の問題、受け手側の問題と様々なことに討議発表されたことにいちいち納得。携

帯電話の普及率もさることながら、社会的モラルの低下もあるのかな？と思ったりもした。我が職

場では、ルルル～にピンポーンに出 
れる人が出て応対をしている。自分が出た時は「出られるから、応対しているのでしょ。」と自分に

いい聞かせつつも、やはり、「私は、電話番や門番じゃぁ、ない！！」と叫びたくなることが、まま

ある。今、やっている仕事が一瞬わからなくなったり、間違えたりするものだから・・・。この協

議参加の感想は、確固とした結論は出るべくもなく、今さらながら学校事務職員の立場は、職のあ

る限り、イイ顔の「微妙」が続くのだと思った。現状はどこも同じということだ。 
研究協議４ 「温故知新」～杉並区の歩みとこれから～ 杉並区公立学校事務職員会 
 参加動機は、杉並区は、小中合同の事務職員会であるらしいということであった。はじめに～ふ

たたびの標準化～・杉並区の概要・事務職員の人員配置状況・事務職員会の紹介・各種事務改善委

員会・研究活動・歴史はくり返す～まとめと今後の課題～と丁寧に発表がなされていた。早く（昭

和四十四年）から小中合同の組織であること、地区の教育研究会に属していない独立心旺盛（？）

であることに驚いた。活動内容等は、品川区とよく似ている感じを受けた。 
 品川区も二十五年度を目途に小中合体を検討しているところである。参考にすべき区があるとい 
うことは心強しである。 
 「職務の標準化は、現場にある仕事のひとつひとつの検討から、出発してはじめて可能となる問

題ではないかと考えられる。」「十年一日の如く、降りかかる火の粉を払ってきた。」という杉並区先
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輩事務職員のことばがあるとのこと。つまり「課題解決にはなかなか終わりがなく、繰り返し検討

する、その積み重ねが必要である。まさしく歴史は繰り返す。」胸に響いた。 
 他局、高校、再任用からの異動の方々が多くなってきた昨今である。ベテラン職員も少なくなり、

事務職員会活動が一部に偏らないよう、創意工夫をもって古手も若手も、小も中も、生え抜きも他

事務経験者も一致団結できるような事務職員会でありたいと願う。 
本部研究報告 「標準的組織・分掌図」を考える。～関ブロ大会の報告～ 
 ここで、都教委が提案している「校務改善」「経営支援部」などの文言が出てくる「校務改善検討

委員会」に出席されている都公小事会長より、検討委員会経過報告がなされた。紙の資料では、目

をした事柄ではあるが、初めて検討会議の関係者からの生の報告が聞けた。しかし、学校現場にあ

まり沿わない机上の空論？？？と感じた次第である。 
最後に 「井の中の蛙、大海を知らず。」時には、いろんな会や大会に参加しましょう皆さん！！

学校では、一人ですものね。さて、当日朝、作成した「寄付受領申請」は区教委から「許可」が降

りたにも関らず、寄付者側の都合で没。が～ん！（ま、そんなこともあるさ。） 
 
 
－研究大会参加記－ 
              第５１回 研究大会参加記 
                                    匿名希望 Ａさん  
「学校事務研究」の「活動記録」欄をみると過去に発表された「研究テーマ」が記載されています。

おそらくここには“都公小事”が辿ってきた歴史がそのまま現れているのではないかとおもいます。

また多くの事務職員の喜びや悩みなどが詰まっているのだろうとおもわずにはいられませんでした。 
 さて今回５１回目の研究大会の「研究協議」では、「学校の電話対応における事例研究」と「温故

知新」に参加させていただきました。  
 それと本部研究報告「『標準的組織・分掌図』を考える」を聞かせていただきました。 
 日野支部の今回のテーマはちょうど１２年前に同支部が取り上げたテーマと同様にユニークで興

味深い課題でした。事務職員会という気の置けない場で出た話題だからこそ本音の「悩み」であり、

どこの職場でも経験する課題です。そういう意味で、正に永遠のテーマです。と同時に「奥が深く」

「難しい」テーマでもあります。 
 杉並支部のテーマは同区事務職員の長い歴史のなかで「世代交代」があり、「職務上の課題を解決

し、事務改善を図ってきた」先輩方の歩みを振り返って発表されたものでした。 
 長い学校事務職員の歴史の過程でどの時代にも通ずる変わらないテーマがあり、その一方でその

時その時に突きつけられ、闘い悩みながら取り組んだテーマがあるとおもいます。 
そこには「半世紀を越えた」都事務職員の確かな歴史を感じます。 
 大きな環境の変化が起きたとき、それに係る制度・組織は同様に大きな歴史の転換点に立たされ

るといいます。本部研究報告「『標準的組織・分掌図』を考える」は正に転換点に否応なく立たされ

た我々事務職員の報告でした。 
 これまで我々事務職員は様々な場面で自らの職の位置を言い立ててきました。しかし我々を取り

巻くものはなかなか変化することはありませんでした。それがここにきて俄に取り巻くものが四苦

八苦してもがいています。言わば我々はそのトバッチリを受けているのではないでしょうか。報告

はこのときこそ、長年の我々の「目指す方向」が見え、「果たすべき職務としての明確な位置づけを

受け」て、職を確立していこうということなのでしょうか。 
 報告の中で気に掛かったのは、［校務改善の方向性を目指す都教委に、そのための予算的、人的裏

付けを担保しようとする姿勢が見えない］というような趣旨の話でした。 
 そうしてみると、上述のような「我々の『目指す方向』」をそこに見出していいのかとのおもいは

禁じ得ません。 
 「学校事務職員の標準的職務について」が出される契機となった「教育管理職員当の任用・育成

の在り方」が本質の問題を捉えて解決しようとせず、小手先の弥縫策にしかなってないように、「標

準的組織・分掌図」からは我々事務職員のまっとうな方向性は見出せないような気がしてなりませ

ん。 
 批判的な言葉で終わるのは忍びないのですが、４０年近く携わった職である学校事務職員という

制度が本当に事務職員一人一人が働き易い制度となっていくことを、退職する身にとっては祈るば

かりです。 
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－校務改善最前線Ⅱ－ 

 
「校務改善最前線Ⅱ」に寄せて 

立川市立立川第六中学校 高橋 健司 
１ えっ「『標準的職務』が定着していない」って・・・ 
 こういう驚きの声を私は昨年７月の全事研鳥取大会そして今年１月の関ブロ宇都宮大会と続けて

口にしていました。つまり、「標準的職務」は『お題目』であり、依然として実効性を担保できてい

ない、というのが私の率直に感じた「全国的な実情」です。 
 
２ もっと現実の「なりゆき」を見据えないと 
 すこし唐突ですが、昨年度の都公中事「研究集録」（平成２３年２月版）から品川区（品川区立小

学校事務職員会、品川区立中学校事務主事会、研究発表推進委員会）の実践報告の冒頭の一部を抜

粋します。（だいぶ長い「反則」の引用となりますが、ご容赦ください。） 
 

目的・進め方は明白になっていますが、学校内で行われている事務には、考えねばならない、乗

り越えねばならない難しい課題が山積しています。経験則で行っている校務分掌の検証もしなけれ

ばなりませんが、一番の課題は、戦力の問題です。人間が等質の資質を持ち、考え動けるならば、

お題目を並べても何とかなっていくかもしれません。しかし現実は異なります。十人十色と言いま

すが、まさに、この問題が最大の難関になります。現代は、何でもシステム化という風潮です。シ

ステムを入れたから間違いがないとの論理が横行しています。システムは、弱点だらけです。入力

は人が行う・変化に即時対応ができない・ダウンすると業務が止まる等、完璧さとは程遠いもので

す。システムは道具のひとつです。それを使う「人」の問題は、システム化では乗り越えられませ

ん。 
 いろいろな資質の職員でも、しっかりとこなしていけるような業務の確立、これが（中略）基本

コンセプトです。 
 
 たしかに目下の「標準的職務」に加え「校務改善」というフレーズが東京都の「破壊的な『教育

改革』のダイナモ（dynamo 発電機）※１」として今後の東京都の教育行政に「創造的破壊（Creative 
Deconstruction）※２」をもたらすかも知れません。 

しかし、「リストラ」（再構築 restructuring※３）の激震に次ぐ「リフォーム」（改革 reformation
※５）の嵐を前にして「学校」という組織体は耐え続けられるのでしょうか。 
 
３ とくに教育では「合成の誤謬（ごびゅう）※４」は許されない 
 「合成の誤謬（ごびゅう＝あやまり、まちがい、の意）」という言葉があります。たぶん「標準的

職務」＋「校務改善」＝「エラー」という「合成の誤謬」が早晩、生まれます。 
 時同じくして東京都は「新たな『都立高校改革』の推進」を「直面する難局を乗り越え、東京の

更なる発展へと歩を進める取り組み」の一つに掲げました。しかし、私は、むしろ、この１５年間

の「改革」※５により都立高がどのように変わったかという現実を直視する謙虚な姿勢が政策立案

の主体である東京都教育委員会に求められている、と考えます。 
 
※１ ダイナモ・・・ここでは「起爆剤」といったニュアンス。かつて知事が好んだ「懐かしい言葉」

である。 

 
※２ 創造的破壊・・・オーストリアの経済学者シュンペーター（Joseph Alois Schumprter1883-1950）     

の唱えた「非効率な(古い)ものは効率的な（新しい）ものによって駆逐されていく」考え方において、

その新陳代謝のプロセスを指したコトバ。彼の考え方によると、「不況は『創造的破壊』に必要なもので

あり、政府が不況に介入することは『創造的破壊』のプロセスを妨げるもの」だとして否定される。近

年では、企業活動の中で「古いものを打ち破って、まったく新しいものを生み出す行動」というニュア

ンスで用いられる。ちなみに似たようなフレーズでフランスの哲学者ベルグソン（Henri Lous Bergson 
1859-1941）の唱えた「創造的進化」（evolution creatrice）がある。（＝あらゆる固定化を忌む生命は絶

えず予知できぬ新しいものを生み、飛躍し創造的である、とする彼の哲学の根本概念） 
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－校務改善最前線Ⅱ－ 
 
※３ リストラ・・・日本での用法では主に企業経営上の行動様式を指すことが多い。一般的には単に

「組織の再構築」的なニュアンスで用いられる。しかし、実際には、現状の事業規模や従業員数を維持

また増強するよりも不採算事業や部署の縮小（ダウンサイジング）を行うケースが多く、これに伴う従

業員の（整理）解雇を指す場合もある。ちなみにロシア語の「ペレストロイカ」も英語の「リストラ」

と同じく「再構築」を意味するが、「ペレストロイカ」をスローガンに掲げた当時のソビエト連邦は１９

９１年に崩壊してしまった。 

 
※４ 合成の誤謬・・・個々人としては合理的な行動であっても、多くの人がその行動をとることによ

って、社会全体によって不都合な結果が生じてくること。例えば、「不況期に個人や企業が消費や投資を

控えることはミクロ的に（個々の行動として）は合理的だが、マクロ的に（経済全体として）は不況を

悪化させることになる（デフレ・スパイラル）」等。ちなみに似たようなフレーズに「合成の虚偽」（fallacy 
of composition）というのがある。（＝最初に個別的意味に用いた語をあとで集合的な意味に使用するこ

とから生じる虚偽。またの名を「結合の虚偽」ともいう。） 

 
※５ この１５年の「改革」・・・平成７年（１９９５年）に「都立高校白書」において、都立高校過剰

時代の到来が主張された後、平成９年（１９９７年）に「改革推進計画」が策定された。これ以降、３

次にわたる「実施計画」を通じて全日制２８校、夜間定時制４５校が廃校となった。しかし、平成１４

年（２００２年）の「新たな実施計画」策定時には既に平成９年（１９９７年）の「第一次実施計画」

策定時に比べると、平成２２年度（２０１０年度）中学卒業生数（つまり平成１９年度の入学者）の推

計値に４，５００人もの修正が生じた。この結果、平成２１年（２００９年）１０月の平成２２年度都

立高校第一学年募集人員（推薦募集）決定を巡る東京都教育委員会の席上で、委員から異論が出て保留、

後日決定という事態が生じた。（それまで学年適正規模６学級を基準としていたが、既設４３校に臨時学

級増の措置＝募集人員に対し１，７００人分の不足、を生じるという「政策ミス」が起きた。）ちなみに

近年の「改革」というフレーズの中に「構造改革」というものがある。これは、そもそもイタリア共産

党（当時）のトリアッティ（Palmiro Togliatti 1893-1964）が唱えた「構造改革論」（＝社会主義の実現

を目指すためには先ず独占資本主義の「構造を具体的かつ部分的に改革すべき」である、という主張）

に由来している。（カッコ内の「社会主義」に「全体主義」を「独占資本主義」に「民主主義」をそれぞ

れ入れ替えて見ると最近の「構造改革」のニュアンスが理解できそうである。） 

 
（参考文献）Ｅ．Ｈ．カー著、原 彬久 訳「危機の二十年－理想と現実－」（２０１１年、岩波書店） 
 Ｅ．Ｈ．カーは著作「歴史とは何か」で知られているが、彼の１９１９年から１９３９年までの考察

である。 
 タイトルどおり理想（ユートピアン）と現実（リアリスト）のバランスについての興味深い示唆に富

む。 

 
（「校務改善最前線」というタイトルの私なりの解釈） 
「校務」（＝学校の教職員が「すべき」事務←→副校長も教員や事務職員が異口同音に言う「雑務」とは

何か？） 
「改善」（＝悪いところを改めること←→それでは何が「悪いところ」なのか？） 
「前線」（＝敵前陣地の最前列の線。戦闘部隊の占有する地点を連絡した仮想線で交戦の区域。戦闘線。

転じて闘争の場面または形態をたとえていう語。←→それでは一体、「敵」とは誰を指すのか？） 
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－校務改善最前線Ⅱ－ 
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－私の３．１１Ⅱ－ 

 
 

私の３．１１ 
                             府中市立矢崎小学校 野沢 和子 

 平成２２年度の最後の都公小事の研究協議会に出席のため、文京区シビックセンター５階エレベ

ーターを降り会議室に向かう途中に「めまい」かと思わせるような｢揺れ｣が襲い自分が揺れている

のか、ビルが揺れているのか、何なのか、一瞬全く見当がつかず・・・ 
「兎に角、会議室へ行きメンバーに会おう！」と必死。会議室に到着後も何回もの「揺れ」。 
南多摩ブロック研究協議会関係で、電話では数回お話をしていながらも、今回初めて会うことにな

る稲城支部のＡ評議員さんと直接お話ができることも出席の大きな目的。館内放送も数回あり「移

動することなくその場に留まってください」というもの。協議会も数回中断はするものの中止には

せず、急ぎながらも最後まで終わらせ、さあイザ１階地面へ。 
 大ホールでは、ある大学の卒業式があり袴姿の女子大生やその家族達がエントランスのホールに

群がっており一般区民利用者も出たり入ったり。一度はＡさんと一緒に外に出るものの道路はバス

を待つ人や歩行者でいっぱい！喫茶店に入っても営業時間が短くなり再度シビックセンターヘ。近

隣ホテルは満室。このまま待っていればきっとこの文京区役所や近隣の都立工芸高校は施設を開放

する！と思い二人一緒に留まることにし様子伺い状態。 
何と二人の共通点は、自宅が中央線沿線で二駅違い。明日は土曜日、急きょ帰宅しなければならな

い必死の事情がなければ、行動を共にできるはず。外は大混乱間違いなしは確か。 
ここには公衆電話や水・トイレやコンビミがあり暖房・電気があり、地下鉄もあり情報も早いの

ではないか～と。大ホールは夜９時から閉鎖し小ホールへ移動となり途中の中２階の受付コーナー

（絨毯張り）をベストと思い、テレビ画面の近くを二人で確保。初めて出会うＡさんは、活動的で

コンビニ等を駆け回り横になるための新聞確保や食糧の調達や携帯情報の提供、ｅｔｃ．このエネ

ルギーと行動力、圧倒的なパワーに感服。私は不動。 
夜中、１２時。乾パン・水・毛布が配給され、私達も都の職員とあり、乾パンの缶蓋を開ける（昔

風の缶切使用）作業等を手伝いパイプ椅子に座っている人達にも配布。 
結局、文京区シビックセンターにお泊まり。事情があり、私の体調を崩してはならない一心から

この場所は震度７．５に耐えられる設計の安全な場所と判断。一人より二人一緒の心強さと心の支

え。今でもＡさんに感謝！４月桜並木、Ａさんの職場を訪ね感謝の意を。 
メデイアでは、東北地方の非常で悲惨な実態報道。何もできず画面や新聞を見ている日々。 

今は、多くの被災者の心を繋ぐ「絆（きずな）」の文字と精神。あの時「ひとり」だったら、自分は

どう判断しどう行動していただろうか～と今でも不安に陥っていく。初めて出会う人に精神的にも

支えられた長い一夜の記憶からまたもうすぐ、あれから１年がやってくる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 

－ブロック研究協議会報告－ 
 
 

南部ブロック学校事務研究協議会に参加して 
                    

大田区立洗足池小学校 渡部 留美 
 古巣である品川区の第一日野小学校が会場で、芝生化された校庭を見学できるとあって、ル

ンルン気分で参加しました。行ってみると、なつかしい顔ぶれというだけでなく、震災後、初

顔合わせの方々も多くおられて、お元気でなによりと感慨深いものがありました。 
 最新鋭プラネタリウム設備を誇る、品川区立五反田文化センターは、図書館・教育センター・

音楽ホールなどの外に、幼・保一体型施設である第一日野すこやか園を有し、隣接する第一日

野小学校と庁舎がつながっていて往来可能な複合施設となっています。文字通り地域の教育文

化振興の中核として、内外に精彩を放っていて、見どころ満載でありましたが、なにより子ど

もたちにとってうらやましかったのは、旧日野中の敷地を引き継いだゆったりとした開放的な

校舎の作りと、第一校庭が丸々大きな芝生のじゅうたんと化していたことであります。 
 校庭芝生化実施の立役者の一人、用務主事さんから、芝生化実施の経過や、維持管理の苦労

話をお聞きしました。芝生は、週に 2～3 回、全面を刈り込んでいるそうで、芝生は茎部に放

射能がたまりやすい性質があり、ていねいな刈り込みにより除染効果？のようなものがあるた

めなのか、芝生の上は、周辺部の土の上より数値が低いとのことです。 
 また、何かと話題の小中一貫校の事務分掌などを、小中一貫校、伊藤学園の事務の方に話し

ていただきました。教育政策としての品川区の先進的な取り組みと、事務職員の方々をはじめ、

学校職員の方々の献身的な努力（御尽力）には、本当に頭が下がる思いです。 
 このような場で用務主事さんのお話を聞くことができる機会も、あまり無いのではないでし

ょうか。首尾一貫徹底した適材適所、すべての職員の学校運営への参画…そういうところにも

品川らしさを感じます。一方、この手法は、区職員の学校現場からの引き上げや、定数１の都

事務職員の再任用化が進むなど、23 区、どこでも、誰にでも、できることではないなと強く感

じました。 
 膨大な予算をかけて作られた素晴らしい施設、それを生かすも殺すも人なのであり、行政の

スリム化が叫ばれて久しいですが、教育行政の一番の財産は人材である。ことに新規事業や新

たな取り組みにおいては顕著にそういえるのではないかとの思いを強くいたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一日野小学校（ＨＰより）       五反田文化センター（パンフレットより） 
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－特別寄稿－ 
 

子ども手当から学校給食費等の徴収が可能に 
 
                          西東京市立保谷第一小学校 大坂 郁代 

このたび、子ども手当てから保護者の同意を得て、給食費等の徴収金を天引きできることになり

ました。公文書の文言そのままでの説明は以下のようです。 
「平成 23 年度における子ども手当ての等に関する特別措置法」平成 23 年法律第 107 号の施行に

伴い、市町村長は、子ども手当てから保育所保育料を特別徴収できる他、受給者の申出によって学

校給食等の徴収が可能となりました。受給資格者からの申出により子ども手当てからの徴収等が可

能とされている費用は、学校給食費、義務教育諸学校の児童又は生徒が各学年の課程において使用

する学用品の購入に要する費用、放課後児童健全育成事業の利用に要する費用、その他義務教育諸

学校又は幼稚園若しくは特別支援学校の学校教育によって必要な費用とされています。 
制定された経緯としてはまず、23 年 12 月 20 日の 5 大臣（国家戦略担当・総務・財務・厚生労

働・少子化対策担当）合意において、学校給食費について、保護者の同意により子ども手当から納

付することができる仕組みとし、実効性が上がるような取り組みをおこなうとされました。これを

受け、24 年 1 月 28 日閣議決定によって「平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する法律

案」のなかに保護者からの申出を受けて、市長村が、子ども手当てから学校給食費等をあらかじめ

差し引いて（いわゆる「天引き」）、子ども手当を支給できることが盛り込まれた、ということです。 
 
戦後、「義務教育はこれを無償とする。」と憲法で高らかに決意表明をしたものの、憲法制定直後

に成立した教育基本法では、「義務教育では授業料を徴収しない。」と退いたものとなりました。当

時の審議で、「憲法で義務教育無償を宣言しながら、授業料を徴収しない、と矮小化したのは遺憾で

ある。」という意見が出され、それに対する政府の説明によれば、「戦後の復興の中では全額無償と

するのは財政的に不可能であるから、国力が回復するに従って適当な方法を講ずればよいのではな

いか。」と答弁し了承されています。 
その後、教科書は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」で無償とされ、「就学

困難な児童生徒に係わる就学奨励についての国の援助に関する法律」によって要保護、準要保護家

庭への学用品や給食費等の補助が整備されました。「学校給食法」では、学校給食は実施を「努力義

務」にとどめてはいますが、実施した場合は「教育」と位置づけ、学校給食の施設設備や職員の人

件費は学校設置者の負担、ただし、それ以外の費用は保護者負担とするとしています。（光熱水費は

施設に係わる費用と解釈されています。） 
｢義務教育はこれを無償とする。」という理念にむけ徐々に努力はされています。しかし、それ以

外の費用、すなわち給食費（食材料費）については、国力が回復しバブル経済に踊った時期でさえ、

これを無償とする議論はほとんど俎上に上がらなかったのです。 
そのひとつの理由として、平成 21 年度になっても、完全給食(ミルク給食等除く)の実施率は小学

校 98.1％、中学校 76.2％にとどまっており、給食の食材料費を公費負担したとしても、全国の子ど

もにひとしく学校給食が無償で行きわたる訳ではない、ということがあるのではないかと思います。 
ちなみに、給食費の未納者は平成 17 年は 100 人に 1 人、平成 21 年は 1.2 人に増えています。 
 
子ども手当から給食費や教材費等の私費分を天引きする、という手立ては、義務教育無償の理念

に近づく方便として「こういう手もあったのか。」と思ったことでした。 
 
具体的な取り扱いは次のように説明されています。 

1、子ども手当担当部門から教育委員会へ申出書の様式を送付 
2、教育委員会から学校へ申出書の配布および回収依頼 
3、学校から保護者に申出書の様式を配布 
4、保護者は学校宛に申出書を提出、申出者が特定されないよう申出ない者も含めて回収するなど

配慮する。 
5、学校は申出者リスト（氏名、生年月日、徴収品目、徴収額）を作成し申出書とともに教育委員

会へ提出 
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－特別寄稿－ 
 
6、教育委員会は申出者リストを取りまとめて子ども手当担当部門に送付、写しを保管 
7、子ども手当て担当部門は申出者リストをもとに徴収対象者等を決定し、教育委員会に対し徴収

対象者等リストを送付 
8、教育委員会は徴収対象者が決定した旨学校へ連絡 
9、保護者に対して申出のあった費用について子供手当てから徴収する旨を通知 
10、子ども手当担当部門は支払期に学校給食費等徴収後の子ども手当を支払い 
 

区市町村は保護者から申し出があったら拒否してはいけない、という一項もあります。 
また、保育料については保護者の申し出を得なくても子ども手当から徴収できるようになってい

ます。 
 

各地区ではこれを受け、「事務取り扱い基準」などが設けられていることと思います。 
公務員はこの流れの対象外とするほかはなく、生活保護や準要保護の子どもは公費支出されてい

るので、このような特別徴収をする必要はありません。どの経費から優先して差し引くか順番をつ

けなくてはなりません。未納の子だけを狙って申出書を書かせる、というのもいけません。 
子ども手当制度そのものが、いささか流動的で、さてどうなることやら、と国会の様子見を決め

込む自治体もあるやに聞いています。 
学校徴収金の問題は事務職員にとって様々な課題となっています。子ども手当からの天引き制度

は、少なくとも学校徴収金の未納の解決方法として朗報であると思います。せっかく制度が作られ

たのですから、教育委員会と連携して、上手に定着させていきたいものです。 
 
（大坂郁代さんは、２４年３月末で、学校事務と都公小事理事をご卒業されました。） 

 
 
 
 
 
 
 
編集後記  

この「かいほう１７７号」が皆さんのお手元に届く頃には、東京都の２００校の小中学校で、「経営

支援部」がスタートしていることでしょう。 

加えて、学校事務の「共同実施」についても、遂に東京においても語られる時が来ました。 

「校務改善推進」、「副校長の負担軽減」、「協働の認識」、「学校にいてこその“学校”事務職員」… 

クイズのようで不謹慎とのお叱りをうけそうですが、これらの言葉はいずれも、今号の「学校事務の

明日を読む」から拾い上げた言葉です。どのページのどの記事か、皆さんはお判りでしょうか？ 

 これらをどのように組み立てれば、東京の「学校事務の明日を読む」ことができるのでしょうか？ 

 クイズのようには、簡単には解けない問題です。 

 ２３年度も「かいほう」をお読みいただき、ありがとうございました。 

                                  （広報部長 小野   明） 

 
 
かいほう１７８号 予告 
 

① ２４年度都公小事講演会・研究総会 
 ② 実況！「経営支援部」 

  ③「共同実施」と「学校（にいる）事務職員」 
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－学校事務の明日を読む－        
 

☆教育庁が、小中学校の校務改善のための学校経営支援組織の設置についての意向調査を実施 
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－学校事務の明日を読む－  
☆教育庁が、「小中学校の校務改善プランについて」をＨＰに掲載（抜粋） 
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－学校事務の明日を読む－ 
☆３月１６日 都政新報（都政新報社 転載許可取得済） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
☆３月２８日 東京新聞（中日新聞東京本社 転載許可取得済） 
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－学校事務の明日を読む－ 
☆３月２６日 日本教育新聞（日本教育新聞社 転載許可取得済） 
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－学校事務の明日を読む－ 
☆「学校事務」２３年１１月号 特集「事務職員の多忙感を考える」（学事出版 転載許可取得済） 
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－学校事務の明日を読む－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


